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飲酒運転撲滅条例を改正しました！飲酒運転撲滅条例を改正しました！
　福岡県では、平成２２年の飲酒運転事故件数が３３７件と全国最多、平成２３年は２５７件でワースト２位と全国最悪水準が続き、若い命
が犠牲になるなど大変痛ましい事故が相次ぎました。そのため福岡県議会では、会派を超えた議員提案により全国初の罰則付きの「福岡県
飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を制定しました。この条例は、平成２４年４月に一部が施行、同年９月には罰則に関する規定を含め
全面施行されています。

　本条例の制定・施行後の飲酒運転事故件数は、平成２４年は１８５件で全国ワースト１０
位、平成２５年は１７１件で同９位、平成２６年は１５３件で同１１位と件数の減少こそあり
ますが、平成２６年における飲酒運転による検挙数は１,１９１件もあり、県民の生命と安
全が脅かされている状況が依然としてあることから、平成２６年１０月２日に設置した「福
岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例見直し調整会議」において、同条例の改正に
向けて鋭意検討を重ねてきました。
　平成２７年２月２４日、飲酒運転で検挙された者には、全て初回からアルコール依存症に
関する診断等の義務づけを行うこと、これに伴い受診等をしやすい環境づくりを行うこ
と、飲酒運転を目撃した場合の警察官への通報を全ての県民に対し努力義務とすること、
などを盛り込んだ同条例の改正を行いました。

■ 飲酒運転撲滅条例の見直し
　１０月２日に設置した「福岡県飲酒運転撲滅運動の
推進に関する条例見直し調整会議」を８回開催し、鋭
意検討を重ねました。

■ 加地邦雄議長へ答申
　２月１６日、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関す
る条例見直し調整会議」は、条例の改正案を加地議長
に答申しました。

■ 議場での提案理由説明
　本条例は、県民の責務を定めており、県
民生活に深く関わり、その協力を求める
必要があるものです。そこで、２月２４日
の提案にあたり、野原隆士議員が議場に
おいて提案理由の説明を行いました。
提案にあたり、野原隆士議員が議場に

おいて提案理由の説明を行いました。
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880880
829

650

366
284284 296296 337337

257
185 171 153

0

200

400

600

800

1000

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

■飲酒運転事故発生件数

（年）

（件数）

海
の
中
道
の
事
故

全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位

粕
屋
町
の
事
故

条
例
施
行

880880
829

650

366
284284 296296 337337

257
185 171 153

0

200

400

600

800

1000

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

■福岡県の飲酒運転事故発生件数

（年）

（件数）

海
の
中
道
の
事
故

全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位

粕
屋
町
の
事
故

条
例
施
行

飲
酒
運
転
の
厳
罰
化

880880
829

650

366
284284 296296 337337

257
185 171 153

0

200

400

600

800

1000

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

■飲酒運転事故発生件数

（年）

（件数）

海
の
中
道
の
事
故

全
国
ワ
ー
ス
ト
１
位

粕
屋
町
の
事
故

条
例
施
行

Ⅰ アルコール依存症に関する受診義務及び違反者に対する指導の強化
　  道路交通法に違反して飲酒運転で検挙された者には、全て初回からアルコール依存症に関する診断又は飲酒行動に関する
  指導を義務づけ（９月２１日）
Ⅱ 受診義務者の義務履行の促進
① 指定医療機関の数の拡大（４月１日）
② 受診しやすい環境づくり（４月１日）

Ⅲ 飲酒運転防止教育の強化
① 教育関係者に対する本条例及びアルコール健康障害対策等に関する知識の習得の徹底
② 飲酒運転に関する社会教育の推進（４月１日）

Ⅳ 通報義務の拡充
全県民に対し、飲酒運転を目撃した場合に警察官へ通報することを努力義務とする規定を新設

Ⅴ 優れた取組の普及
飲酒運転撲滅活動に関する優れた取組を広め、一般的なものとするための取組について規定

条例の本文は、福岡県議会のホームページをご覧ください。
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（４月１日）
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